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平成 28年 11月 17日

 川崎市におけるいじめ・不登校の現状と対策 

１ 現状 「平成 27年度 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果」より

■いじめ                               

 ◎いじめ認知の現状 

  ○いじめの認知件数

   小学校：平成２６年度 ６１９件 平成２７年度 ６６１件（前年度比  ６．８％増）

   中学校：平成２６年度 １８５件 平成２７年度 １４７件（前年度比▲２０．５％減）

  ○小学校低学年における認知件数

１年生：平成２６年度  ４９件 平成２７年度 ７８件（前年度比 ５９．２％増）

２年生：平成２６年度  ５４件 平成２７年度 ８８件（前年度比 ６３．０％増）

  ●小学校においては全体増加傾向にあり、とりわけ低学年で６０％増加している。

  ●中学校においては認知件数が２０％減少している。

 ※「いじめの定義」（いじめ防止対策推進法より）

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的

な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

資料１
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◇平成 27 年度第３回総合教育会議（平成 28 年 2月 4日）での協議内容に関する現状 

◎第３回協議内容から：「いじめ発見のきっかけについては、本人以外の子どもたちからの情報によるものが少ない。」 

◆児童生徒（本人を除く）からの情報が発見のきっかけになったもの

・小学校２％ 

・中学校８％ 

「いじめ発見のきっかけ」に関する調査結果
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◎第３回協議内容から：「いじめの行為は、重篤ないじめにつながるかどうか、実態を十分把握する必要がある。」 

いじめの態様別の割合

◆冷やかし、からかい、悪口や脅し文句、

いやなことを言われる

・小学校 ５４％ 

・中学校 ４９％ 

◆ひどくぶつかられたり、

叩かれたり、蹴られたりする  ・小学校 ２％  ・中学校 ３％

◆金品をたかられる       ・小学校 １％  ・中学校  ２％  
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■不登校                               

 ◎不登校の現状 

  ○長期欠席者の児童生徒数

   小学校：平成２６年度  ７５４人 平成２７年度 ７２４人（前年度比 ▲４．０％減）

   中学校：平成２６年度 １,１８８人 平成２７年度 １,２４３人（前年度比 ４．６％増）

○不登校の児童生徒数

   小学校：平成２６年度  ２７１人  平成２７年度 ２９３人（前年度比 ８．１％増）

   中学校：平成２６年度 １,００３人 平成２７年度 ９８０人（前年度比 ▲２．３％減）

※「長期欠席者等の定義」（文部科学省 問題行動調査より）

     長期欠席者：年間３０日以上欠席した児童生徒

不 登 校：心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、児童・生徒が登    

      校しない、あるいはしたくてもできない状況の者。

●小学校は、長期欠席者数は、前年度よりも減少しているが、不登校児童数は増加しており、欠席日数が 30日～60 日の割合が多い。 

●中学校は、不登校生徒数が減少しているが、欠席日数が 150 日以上の長期にわたる割合が多い。欠席理由が複数あり、主たる理由が特定でき

ない「その他」の対象となる人数が増加している。 
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◇平成 27 年度第３回総合教育会議（平成 28 年 2月 4日）での協議内容に関する現状 

◎第３回協議内容から：「不登校が継続している子どもとあわせて、新たな不登校を生まない支援が必要である。」 

 校種 学年 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

小学校

1年 15 10 12 15 21
2年 21 17 23 21 20
3年 15 30 31 30 35
4年 50 43 42 50 50
5年 54 58 62 68 77
6年 83 52 68 87 90

中学校

1年 225 248 204 271 265
2年 383 366 378 335 387
3年 428 396 466 397 328

長期欠席者数と不登校数の学年別比較

学年別不登校児童生徒数の推移（５年間）

 ※不登校人数の増減については、      に

応じて経年変化を見る

不登校児童生徒数の増加数

◆中学校１年生での不登校生徒数の増加

平成 26年度小学校６年 ⇒ 平成 27 年度中学校１年 

    ８７人     ２６５人（１７８人増） 

◆中学校１年生から２年生へでも新たな不登校が増加

平成 26年度中学校１年 ⇒ 平成 27 年度中学校２年 

   ２７１人      ３８７人（１１６人増） 

学年進行
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◎第３回協議内容から：「不登校が長期化するほど、社会的な復帰が困難になる。」

◆指導の結果、登校できるようになった児童生徒数

●欠席日数が長期化する中学校では「指導の結果、登校できるようになった児童生徒数」 

の割合が小学校よりも低く、欠席が長期化するほど回復・復帰が困難になる。

平成 27年度

小学校
児童数 120
割 合 41.0%

中学校
生徒数 289
割 合 29.5%

計
児童生徒数 409
割 合 32.1％

不登校児童生徒の日数別割合

不登校児童生徒数の欠席日数別割合

◆小学校 ９０日以上 ３２%    ◆中学校 ９０日以上 ６３％ 
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２ 対策 

■いじめ防止に向けた学校体制 

いじめ防止対策推進法 

川崎市いじめ防止基本方針（川崎市いじめ防止対策連絡協議会、川崎市いじめ問題・調査委員会設置）

川崎市いじめ防止ガイドライン          毎年度ガイドラインの見直しを実施 

    ■４月  学校いじめ防止基本方針                             学校へ巡回訪問等

各校が「いじめ防止基本方針」                     基本方針報告 学校校体制の確認 

を毎年度のはじめに自己点検 

    ■６月～７月末                                       

(各校で任意の 1 ヶ月間) 

■９月～ 

■２月～年度末 

学  校

・いじめ防止への学校体制づくり

・校内いじめ防止対策会議設置

・いじめ防止対策年間計画策定 等

児
童
・
生
徒

区・教育担当

教育委員会 

児童生徒指導点検強化月間

・いじめに関するアンケート実施   ・児童生徒会活動（標語・ポスター作成）

・教育相談の実施（スクールカウンセラーへの接続）           等 

年間計画に基づいた教育相談の実施、いじめに関するアンケート実施  等

学校体制振り返り月間    学校評価：アンケート実施・分析・公表

指導・

支援

次年度に向けた学校いじめ防止基本方針の見直し
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長期欠席傾向の児童生徒

に関する情報引継・共有

校内での引継・共有 校内での引継・共有

支援状況確認

状況確認・支援

体制の強化

学校 

２月 学校体制振り返り

■不登校防止に向けた学校体制 

■２月  

◇不登校が継続している児童生徒への支援

■３月～４月初旬 

■４月～５月 

■６月～７月末   

   ■年間を通して      

新たな環境をきっかけとした 家庭・保護者との連携 ・家庭的背景や必要な支援の見とり等

◆関わり続ける大切さ 

◆寄り添い続ける大切さ

◆丁寧な学習支援

適宜、登校支援に関わる会議開催

チーム支援による具体的な支援策の実施

◇新たな不登校の児童生徒への支援

◆登校支援のステップ   

①電話等による連絡

②本人との面談（家庭訪問等）

③チーム支援による支援策検討

旧学年 新学年 旧学年 新学年

・スクールソーシャルワーカー

・教育相談センター

・適応指導教室（ゆうゆう広場）

・児童相談所

・フリースペース    等

区・教育担当

月次長期欠席状況報告

※要緊急支援児童生徒 

の情報は直ちに連絡

継続的支援
連携による支援

学校体制振り返り月間  「児童生徒の『居場所』としての学校」という視点で体制の振り返り 

○不登校・長期欠席者への対応に関する振り返り項目（抜）

   ・個々のケースに応じた柔軟な対応が必要であることが共通認識されているか

   ・担任任せではなく、学年、学校全体で対応していくという体制ができているか   等

区・教育担当

報告

小学校 中学校

児童生徒指導点検強化月間  ・児童生徒理解・指導の校内体制の整備・点検・確認の実施等 
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子どもたちの社会性育成と人間関係の改善をねらいとした川崎市独自の参加体験型の学習で、人間関係づくりに必要なソーシャルスキ

ルを育て、望ましい人間関係を育成し、いじめや不登校を生まない学級づくりを目指します。（平成 22 年度より実施） 

●社会性を学ぶ「エクササイズ」の体験を通して「人づきあい」の方法を楽しく学んだり学び直したりすることで、かかわりのスキルを向上さ

せる。エクササイズの内容は「自分づくり」「友だちづくり」「仲間づくり」の３つの視点から構成されており、「エクササイズ集」を教員に

配付し、年間２回の担当者研修会を通じて、児童・生徒の実態に応じて実践できるように支援している。 

※児童生徒の行動様式や信頼感にまとまりがない

状態。４月のクラス替えの時期に見られることが

多い。いろいろなクラスから児童生徒が集まり、

お互いの気持ちに距離がある。学級のルールが確

立されていない。

※学級のルールが確立され、お互いに思いやりをも

って行動できるため、トラブルが少ない。自己開示

ができる状況で、積極的に活動できる。所属感が高

く、集団としてもまとまりが高まっていく。

■いじめ・不登校の防止への教育委員会の取組 

◇かわさき共生＊共育プログラム 

＜小中学校において年間６時間のエクササイズ実施＞  

＜効果測定の活用＞ 

Ａ 

Ｄ Ｃ 

Ｂ 

●対人関係を円滑にするための社会性（スキル）や学校生活の満足度、学級に対する感じ方、考え方について確認できる効果測定アンケートの

分布結果と日常の行動観察、面接等を組み合わせて児童生徒理解を深め、支援方法を組織で検討することで、当該の学校、学年の実態にあっ

た効果的な指導方針、支援体制を見出す。また、ケース会議を通して、ベテラン教員の優れたスキル（指導力）を伝承し、若手の育成を図る。

横軸 スキル

縦
軸

所
属
感
・
信
頼
感

効果測定アンケートの結果例

所
属
感
・
信
頼
感
Ｕ
Ｐ

社会性 スキルＵＰ 

効果測定アンケートの変化例

●新年度スタート時はスキルや集団への信頼感にばらつ

きが見られることが多いが、児童生徒理解に基づいて、

合意形成の経験や自己理解につながるエクササイズの実

施、話す・聞く活動を授業に取り入れるなど実態に応じ

た指導の工夫を継続することで、集団としてのまとまり

（凝集性）が現れてくる。担任だけでなく、チームとし

て協力しながら支援に取り組み、児童生徒が「居心地が

よい」と感じる集団を育てる。

Ａ

Ｄ Ｃ 

Ｂ 

○児童生徒理解 

○エクササイズ体験等を通した

社会性の育成 

○チームによる支援
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◇児童支援コーディネーター 

●小学校においては児童指導・教育相談・特別支援の三つの機能を合わせ持った児童支援コーディネーター専任化により、一人

ひとりの教育的ニーズに対応した支援と教育を推進する。

●子どもの丁寧な見取りと課題の掘り起こしにより、いじめの早期発見、早期対応を図る。

専任化前後のいじめの認知件数の変化 

教育相談件数の平均

H28 4月から 6月

児童支援コーディネーターが

専任化されるといじめの認知

件数が増加する。

また、専任化２～３年の学校は

未然防止が図られ、認知件数が

減少したと考えられる。

専任化された学校のいじめの認知件数の平均 

■専任化されたコーディネーターがいる学校では… 

①課題の解消・改善率が高い。②変化なしの割合が低い。③支援の未実施率が低い。

⇒支援が必要だと学校が把握した子どもに対して、適切な見立てと効果的な支援

が行われている。 

◎子どもの困り感の軽減→安全・安心な学校生活 

専任化されていない学校 専任化された学校 

■専任化されたコーディネーターがいる学校では…   

保護者・本人との教育相談の相談回数が４倍 

⇒担任以外にも相談窓口ができたことで、いつでも相談できる

体制が整っている。 

◎子どもの困り感の早期発見と早期対応→安全・安心な学校生活

支援の必要な児童の変容 

H28 4 月から 6月



11 

ＳＳＷの支援対象児童生徒数（人）
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◇不登校・長期欠席児童生徒の状況報告 

 ●教育委員会と学校とで長期欠席や緊急支援を要する児童生徒の情報共有を図り、迅速な支援につなぐ。 

●学校は、校務支援システムにより児童生徒の欠席日数と状況の変化を確認したうえで、長期欠席状況を区・教育担当へ報告。 

●区・教育担当は本人との面談状況や家庭的背景を検討し、ＳＳＷの派遣や地域みまもり支援センター内での情報共有につなぐ。 

 ◇スクールソーシャルワーカー 

●学校、保護者からの要請や区・教育担当からの働きかけにより、本人及び保護者との面談や見取りを行い、支援方法を検討する。 

●関係機関とのネットワークを活用し支援チームの構築、ケース会議の実施などにより本人・保護者への支援体制の充実を図る。 

ＳＳＷが対応した学校数の変化（校）

◆ＳＳＷ

各区１配置

(川崎区はＨ27より
２名配置) 

◆ＳＳＷの派遣対

応・支援対象は増

加しており、特に

中学校での増加率

が高い。
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３ 協議の柱  

■いじめ・不登校の未然防止のための本市の取組の成果と課題

■本市の取組をさらに実効的なものにしていくために、改めて注目すべき点 


